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議案第１２７号 

   上越市法定外公共物管理条例及び上越市準用河川管理条例の一部改正について 

 上越市法定外公共物管理条例及び上越市準用河川管理条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定する。 

  令和６年１２月４日提出 

                          上越市長  中 川 幹 太   

 

上越市法定外公共物管理条例及び上越市準用河川管理条例の一部を改正する条例 

 （上越市法定外公共物管理条例の一部改正） 

第１条 上越市法定外公共物管理条例（平成１４年上越市条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

 「    「    

別表第２中 

 １５５円  

を  

１７５円  

に改める。 

 ６０円  ６５円  

 １１５円  １３０円  

 ３，５３０円  ３，９４０円  

 ７，０６０円  ７，８９５円  

 ７，０６０円に長径が  

１２０ｃｍを超える  

１５ｃｍまでごとに  

７０６円を加算した額 

 ７，８９５円に長径が  

１２０ｃｍを超える 

１５ｃｍまでごとに 

７８９円を加算した額 

 

 １７５円  １９５円  

 １５５円  １７５円  

 １３５円  １５０円  

   」    」  

 （上越市準用河川管理条例の一部改正） 

第２条 上越市準用河川管理条例（平成１４年上越市条例第８号）の一部を次のように改正

する。 

 「    「    

別表第３中  

１７５円  

を  

１９５円  

に改める。 １５５円  １７５円  

１３５円  １５０円  

   」    」  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の上越市法定外公共物管理条例別表第２の規定及び第２条の

規定による改正後の上越市準用河川管理条例別表第３の規定は、この条例の施行の日以後

の徴収に係る採取料について適用し、同日前の徴収に係る採取料については、なお従前の

例による。 


